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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
細長い板材の短辺を折り曲げて３つの溝からなる凹凸断面に形成してあり、中央部の溝が
両脇とは逆向きの溝であり、板材の両側部の先端を内側に１８０度折り曲げて板材面に接
触させた折り曲げ縁部が形成してあり、折り曲げ縁部を先端に有する両側部には、折り曲
げ縁部の厚みに等しい窪みが設けてあり、窪み内に部材連結用穴が形成してある構造部材
。
【請求項２】
請求項１において、中央部の溝の高さが両脇の溝の高さより小さくしてある構造部材。
【請求項３】
請求項１または２において、中央部の溝の底部が曲面である構造部材。
【請求項４】
請求項１～３のいずれかの部材４個を外側面として組み立てた閉断面部材であり、各部材
の接合面を接合具または溶接で接合してある閉断面の構造部材。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽光パネルの設置用の架台等を構成する構造部材に関する。
【０００２】
　一般的な太陽光パネルの架台用の部材は鋼製であり、製造が簡単で組み立てが容易な構
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造のものである。また、荷重及び地震などにも耐えられるように構造的に堅固であること
が求められる。
【背景技術】
【０００３】
　架台用等の構造部材の従来技術は、特許文献１（特開昭５１－１０６２６号公報）及び
特許文献２（大韓民国登録特許第１０－０６３４８９５号公報）に開示されている。
　従来の架台用構造部材は、凹凸断面の構造要素を対向配置したものである。構造要素は
、板材をほぼ直角に折り曲げて凹凸に形成してあり、凸部に隣接して凹部、続いて凸部と
凹凸に形成されており、長さ方向に実質的に均一断面である。　
【０００４】
　この構造要素を逆向きにして間隔をあけて対向配置し、一対の構造要素を溝形鋼によっ
て接合してＨ型の閉じた空間を有する構造部材が形成される。この閉じた空間内には必要
に応じて空間とほぼ同じ形状の充填部材が充填される。充填材としては、発泡スチロール
等の断熱材、または遮音材や吸音材が挙げられる。
　構造要素と溝型鋼は、リベット、ボールねじ、タッピングねじ、スクリュー釘またはボ
ルト等の接合具、または溶接によって接合されて一体化されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開昭５１－１０６２６号公報
【特許文献２】大韓民国登録特許第１０－０６３４８９５号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の構造部材の板材の厚さが２～３ｍｍ程度で鋭利であり、組み立て接合時に側縁が
他の構造要素の表面を引っかき、構造部材の亜鉛メッキ層がはがれるという問題がある。
また、ソーラーパネルの架台は屋外に設置され風雨に曝されるため、側縁から腐食が始ま
りやすく、寿命が短くなるという問題がある。
   本発明はこれらの点の解消を目的とするもので、部材の組み立て接合を容易にし、構
造体の製造費用を低減するものである。また、本発明の他の目的は、構造部材の側縁が組
み立て接合時に他部材を傷つけないようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　細長い板材の短辺を折り曲げ加工して凹凸断面に形成したものであって、板材の両側部
の先端を内側に１８０度折り曲げて板材面に接触させた折り曲げ縁部が形成してあり、板
材の短辺を溝型に折り曲げて凹凸断面に形成してあり、中央部の溝が両脇とは逆向きの溝
である構造部材である。
　また、折り曲げ縁部を先端に有する両側部には、折り曲げ縁部厚みに等しい窪みが設け
てあり、窪み内に部材連結用穴が形成してある構造部材である。
【０００８】
　また、この構造部材４個を外側面とした閉断面部材であり、構造部材が断面四角形の４
辺となるように組み立て、各部材の接合面を接合具で固定してある閉断面構造材である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の構造部材は、部材同士の接合組み立てが容易で耐久性が高く構築費用の節減効
果がある。また、構造部材の接合組み立て時に部材の縁が折り曲げ縁部に形成してあるた
め他の部材を縁で引っかいて亜鉛メッキなどの防錆層を傷つけることがないので、傷から
腐食が広がることがなく、外気に曝露された状態で使用した場合の寿命を延長することが
できる。また、部材の組み立て時に作業員の手などを縁で傷つけることもないので、組み
立て作業を円滑に効率よく行うことができる。
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   また、本発明の構造部材は、接合用の穴が窪み内に設けてあるため、接合面側に先端
折り曲げ縁部がある場合でもボルトやリベットなどの接合具によって部材面を密着させて
接合固定することができるので、接合強度を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の構造部材の実施例１の断面図。
【図２】本発明の構造部材の実施例１の斜視図。
【図３】本発明の構造部材の実施例１を利用した組み立て部材の斜視図。
【図４】本発明の構造部材の実施例１を利用した組み立て部材の断面図。
【図５】本発明の構造部材の実施例２の断面図。
【図６】本発明の構造部材の実施例２を利用した組み立て部材の断面図。
【図７】本発明の構造部材の他部材との接合状態の断面図。
【図８】本発明の構造部材の実施例３の断面図。
【図９】本発明の構造部材の実施例４の断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図１は、本発明の構造部材１００の実施例１の断面図であり、図２はその斜視図である
。
   亜鉛メッキ鋼板の細長い板材の両側縁が内側に１８０度折り曲げて先端が板材の内面
に接触させて縁を丸めた折り曲げ縁部３０１が形成してある。
   板材の縁の先端を板材に接触させてあるので、構造部材１００の縁が鋭利とならず、
構造部材の取り扱い時に作業員が手を傷つけたり、組み立て接合時に他の部材を引っかい
て亜鉛メッキなどの防錆層に引っかき傷をつけたりすることが防止される。
   板材を長手方向に延びる実質的に平行な第１折り曲げ部１０１、第２折り曲げ部１０
２、第３折り曲げ部１０３、第４折り曲げ部１０４、第５折り曲げ部１０５及び第６折り
曲げ部１０６において、ほぼ９０度折り曲げてあり、これらの６つの折り曲げ部により第
１板部２０１、第２板部２０２、第３板部２０３、第４板部２０４、第５板部２０５、第
６板部２０６及び第７板部２０７が形成され、断面凹凸形状である。中央部の溝の開口方
向は両脇の溝とは開口が反対向きとなっている。
   中央部の溝の高さｈ２は両脇の溝の高さｈ１より５～１５ｍｍ程度小さくしてあり、
材料を節約してコスト低減を図ることができる。
【００１２】
　図３は、本発明の実施例１の部材を組み合わせた中空の閉断面の組み立て部材４００の
斜視図であり、図４はその断面図である。組み立て部材４００は、実施例１の構造部材１
００を間隔をあけて上下と左右に反対向きに配置して組み立て、各辺の中央部に溝４１０
、４２０、４３０、４４０を有する四角形の閉断面部材としたものである。各部材同士が
接触する部分には複数のリベット穴５０３が形成され、リベット５０１によって接合され
て一体化されている。
　組み立て部材４００の内部には、発泡ポリスチレンなどの断熱材または吸音材を必要に
応じて充填することも可能である。
【００１３】
　折り曲げ縁部３０１が他の部材に接触する箇所においては折り曲げ縁部の厚みの分だけ
空隙Ｓが生じ、この空隙Ｓの部分で部材同士を接合しても充分な接合力が得られないため
、部材が一体として負荷に対して抵抗できない恐れがある。
　そこで、図５に示すように、折り曲げ縁部３０１を有する第１板部と第７板部のほぼ中
間部に折り曲げ縁部３０１の厚みに等しい窪み６０を形成してある。窪み６０は円形で底
部は平面に形成してあり、底部中央にはリベットやボルトなどの接合具のための接合用穴
６１が形成してある。
　この、窪み６０を有する構造部材１００を組み立てて四角形の閉断面組み立て部材とし
た例を図６に示す。
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　図４の例では折り曲げ縁部３０１の厚みによって空隙Ｓが存在したが、窪み６０の深さ
を折り曲げ縁部の３０１の厚さに等しくしてあるので窪み６０の底面が隣接する部材に接
触し、更に接続穴６１を利用してリベットやボルトなどの接合具５０１によって接合する
ため、構造部材１００同士の接合が強固となり、耐荷重を増大させることができる。
　図７は、構造部材１００に他の構造部材１００を接合する場合の断面図であり、窪み６
０の底面が接合する他の構造部材１００に密着してボルト等の接合具で接合されており、
部材同士の接合が強固となる。
【００１４】
 本発明の構造部材１００の変形例を図８及び図９に示す。
　図８は、構造部材の中央部の四角形の溝の底面７１の折り曲げ部を円弧状７０に折り曲
げて曲線状にしたものであり、図９に示す例は、溝断面を概略半円形７２として円形溝と
したものである。
　円弧状の断面とすることによって四角形断面の溝のように折り曲げ部に応力集中が生じ
ないので強度が増大する。
【符号の説明】
【００１５】
１００　構造部材　
１０１～１０６　第１折り曲げ部～第６折り曲げ部
２０１～２０７　第１板部～第７板部
３０１　折り曲げ縁部
４００　組み立て部材
５０１　リベット（接合具）
５０３　リベット穴
６０　　窪み
６１　　接合用穴
【要約】
【課題】部材の接合を容易にすると共に製造コストを低減し、側縁によって怪我をしたり
、他部材に引っかき傷が形成されないようにする。
【解決手段】
　細長い板材の短辺を折り曲げ加工して凹凸断面に形成した構造部材１００であって、板
材の両側部の先端を内側に１８０度折り曲げて板材面に接触させた折り曲げ縁部３０１が
形成してあり、板材の短辺を長さ方向に平行に延びた第１～第６の折り曲げ線１０１、１
０２...１０６で９０度折り曲げて凹凸断面に形成してあり、中央部の溝の開口方向が両
脇の溝とは逆向きである。また、折り曲げ縁部３０１を先端に有する両側部には、折り曲
げ縁部３０１の厚みに等しい窪み６０が設けてあり、窪み６０の底部には部材連結用穴６
１が形成してある構造部材である。
【選択図】図１
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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